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  No.202007. 3. 21

　リチャード・Ｌ・アーミテージ（第１次ブッシュ政権の国
務副長官）とジョセフ・Ｓ・ナイ（第１次クリントン政権の
国防次官補）を共同代表とした研究会の手になる「第２次ア
ーミテージ・レポート「米日同盟　2020年に向けアジアを
正しく方向づける」が２月16日付で発表された。2000年
10月に発表された第１次アーミテージ・レポート（米国と
日本：成熟したパートナーシップに向けて」は、1996年の
「日米安保新宣言」と97年の新ガイドライン以後の「アジア
太平洋安保」の展開をたどり、その後のブッシュ政権と小泉
政権による「対テロ戦争」から「米軍再編」・改憲への道筋を
示す指針となった。それを考えれば、今回の第２次アーミテ
ージ・レポートが、イラク戦争の失敗と泥沼化の中での日米
同盟の今後のあり方を示すものとして注目する必要があるの
は当然だろう。簡単に同報告の特徴を探ってみよう。
　７年前の第１次レポートがもっぱら安保・軍事面から日米
同盟のあり方を提言するものであったのに比べると、今回の
第２次レポートは米国がアジアに対して中・長期的にどのよ
うな総合的戦略で臨むのかを軸にして展開されており、そこ
での日米同盟の役割がどのようなものであるべきなのかを示
すものとなっている。それは「はじめに」の項で「アジアを正
しく方向づけるとは、米国の価値をこの地域で押し付けるこ
とを意味しない。……地域の指導者たちが自らの国の成功を
米国の政治的、経済的目標と一致するように定義するような
環境を整えることである……その要石は引き続き日米同盟で
ある」と書かれていることに見てとれる。
　同レポートが焦点にしているのは、「地域の支配的な大国」
になる可能性を持った中国である。それは「米国の利益に否
定的影響」を与えかねない。そこで中国を「責任ある利害共

有者」に組み込むことが、同レポートの最大の眼目とするこ
とである。この観点から朝鮮半島、ASEANなどとの関係も
すべて規定される。そこでは「アジアに対する米国の一極的
な管理が持続不可能である」ことが前提となっているが、同
時に米国の長期戦略を中国との共同管理に転換すべきだとい
う米国内の意見を批判し、日本、インド、オーストラリア、
ASEANなどとのパートナーシップを通じて、中国を「責任
ある利害共有者」に統合していくという戦略が取られている。
「米中関係」中軸でもなく、単純な「米日」対中国という図式
でもない方針が提唱されているわけである。そうした立場か
ら、この地域における「最も重要な戦略的財産」としての米日
の同盟関係が、「アジアを正しく方向づける」ようなものにな
ることを強調している。
　そのために米国は日本に対して何を求めているのか。それ
はアジアに「範を示し、導く」ために、この米国の戦略に沿っ
て日本の軍事的コミットメントを強化することである。同レ
ポートは、小泉政権の下で進められたアフガン侵略への支援、
自衛隊イラク派兵、インド洋津波「救援」作戦を高く評価する
とともに、改憲や自衛隊の恒常的海外派兵法案を「歓迎」し、
その動きに拍車をかけるよう求めている。「付属文書」での対
日要求は露骨である。「武器輸出３原則の禁止条項解除」「国
防産業間の協力」「防衛予算の拡大」「統合幕僚監部への米軍
代表の配置」「情報共有と宇宙空間の軍事利用の促進」「共同
統合運用調整所の作戦レベルへの拡大」などなど。
　このレポートは、米国があくまでも日本を米国のグローバ
ル戦略に意のままに利用できる存在であることを前提にして
いる。反改憲の闘いで問われるのは、その前提から離脱する
アジアに向けた民衆の側の構想である。（国富建治／事務局）

「思想及び良心の自由」というステキな条文が憲法にあ
るのは、わざわざそれを盛り込んでいても国家によっ
て侵害されるような危ういものであるからであり、そ
れでもそれが最大限尊重されなくてはならないからで
しょ。▶「喜怒哀楽」の自由という、ちょっと笑えるや
つが憲法で謳われていないのは、保障するまでもなく、
国家権力によるそれへの侵害が予想されていないから
か。しかし「喜び」を強要されることはなかったか？
　怒りを自由に表現できたっけか？　哀しみを強制さ

れたことは？　楽しみは？▶４月29日が今年から「昭
和の日」という「国民の祝日」となる。18年前、この日
は「天皇誕生日」という「祝日」だった。実のところこ
の社会は、個人の時間や感性の領域までもが天皇制に
浸食されているのだ。▶天皇制のおかげで休日が増え
るだと？　休息日まで国家に規程されてなるものか。
何を楽しみ祝うかは個人の自由。人間くさい尊重され
るべき自由なのだ。で、まずは自分と大好きな人たち
のための休日を！　か？　ちょっと弱いな～　　（大）

「第２次アーミテージ報告」を読む
－－－改憲と海外派兵を日本に強制する米国のアジア戦略
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　安倍首相は３月５日の参議院予算委員会で「河野談話を基
本的に継承する」と言いつつ、「官憲が家に押し入って人さら
いのごとく連れて行く強制性はなかった」と、日本軍による
強制連行を否定した。その一方、｢間に入った業者が事実上
強制をしていたケースもあったという意味で、広義の解釈で
の強制性はあった｣と、強制したのは業者であり軍ではない
という驚くべき認識を露呈した。
　「河野談話」は「慰安婦の募集については、軍の要請を受け
た業者が主としてこれに当たった」と、業者は軍が手配した
存在であったという認識を示し、「その場合も、甘言、強圧に
よる等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあ
り、更に官憲等が直接これに加担したこともあったことが明
らかになった」と、「本人の意思に反した徴集」（＝強制連行）
に官憲の関与があったことを認めている。また、慰安所に入
れられた女性たちの状況も「強制的」であったとあり、「河野
談話」に示した「強制性」の認識は、「本人の意思に反して行
われた」徴集（連行）と慰安所での状況等、その全体像を指し
ている。
　「河野談話」は日本政府による第二次調査結果を踏まえて
発表されたが、前述の認識を裏付ける資料に、1938年３月
に出された陸軍省副官通牒の「軍慰安所軍従業婦等募集に関
する件」がある。これは、「慰安婦」の徴集は派遣軍が統制し、
派遣軍が業者を選び、憲兵・警察と連携して「慰安婦」徴集を
行うよう陸軍省が指示していたことが分かるものだ。「河野
談話」に記された認識は、こうした資料や被害者の証言等で
確認されたものなのだ。
　安倍首相は、アメリカ下院外交委員会のアジア太平洋・地
球環境小委員会で開かれた公聴会で証言された「慰安婦」被
害者の証言についても「裏づけがない」と否定した。アメリ
カ議会へのロビング活動で日本政府は「何度も謝罪してき
た」と主張しているようだが、安倍首相の証言の否定は「謝
罪」がいかに被害者不在のものであったか、いかに口先だけ
の「謝罪」であったかを示している。だからこそ、被害女性た
ちは「謝罪の証」を求めてきたのだ。アメリカ決議案も「明確
かつ率直な形で歴史的責任を正式に認め、謝罪」することを
求めているが、口先だけでない真の謝罪が「慰安婦」問題の解
決の通路を開く入り口、その第一歩である。
　昨今、「河野談話」見直しの動きが民主党の中からも出てい
るが、過去の克服とは加害責任に向き合い、被害者の被害回
復に全力で尽くす姿ではないか。この数年、「生きているう
ちに尊厳の回復を！」と訴え続けてきた被害女性たちの多く
が亡くなられた。高齢になった女性たちに時間はない。それ
は、日本政府が加害責任に向き合うことのできる時間もまた、
限られているということなのだ。
　日本政府は「河野談話」に誠実に向き合い、一刻も早く被害
者の納得する解決を講じるべきだ。その姿勢がなければ、日
本はこの歴史を克服することはできない。
　　　　（西野瑠美子／「戦争と女性への暴力」日本ネット

ワーク［VAWW-NETジャパン］共同代表）

３.７世界同時行動 in 東京 アピール
「河野談話」見直しに断固反対し、
歴史認識を正し、即刻、被害者が求める
真の解決を講じるよう、強く要求する！

　安倍首相は、就任直後に「河野談話」を「個人としても内閣と
しても踏襲する」と表明しました。しかし、その直後、下村博
文内閣官房副長官は「河野談話」の「見直し」発言を行い、３月
１日、自民党の議連「日本の前途と歴史教育を考える議員の
会」は、安倍首相に「河野談話」の見直しを求める提言を提出し、
「本人の意思に反する業者の強制連行はあったかもしれないが、
軍や官憲による強制連行はなかった」との見解を表明するよう
申し入れました。
　議連の提言を受けた夜、安倍首相は「当初定義されていた強
制性を裏付ける証拠がなかったのは事実だ」と述べ、「河野談
話」の見直しについて「定義が大きく変わったことを前提に考
えなければならない」と語り、「見直し」を支持するかのような
発言を行いました。
　「定義が大きく変わった」とはどういうことでしょうか？　
安倍首相は「強制連行の証拠はない」と、議連の主張に同調す
る見解を示しましたが、「河野談話」は強制連行について「本人
の意思に反して」と定義しています。朝鮮や台湾など、植民地
支配の下で多く見られた詐欺や甘言により海外の慰安所に移
送したケースは人身売買や誘拐罪（国外誘拐罪・国外移送罪）
の犯罪であり、未成年の女性の連行は日本が加入していた「婦
人及び児童の売買禁止に関する国際諸条約」にも違反するもの
であり、それ自体、強制連行といわざるを得ません。また、侵
略地・占領地では、そのほとんどが拉致や脅迫による強制連
行で、そのことは東京高裁判決にも事実認定されています。
「強制連行がなかった」という主張は国際法の認識や占領地で
の事実を全く理解せず、さらに、連行後の「慰安婦」生活の強
制という本質から目をそらすための修辞的策謀といえます。
　一方、アメリカ下院で「慰安婦」問題に関する決議案が提出
されたことについて、加藤良三駐米大使は「日本は既に誠意あ
る対応をしているのに、蒸し返して注文を付けている。日米
関係に悪影響を及ぼす」と非難し、ロビングを強化して採択を
阻止する方針を示しました。これまでも日本政府は１ヵ月当
たり６万ドルもの巨費を投じてロビイストを雇い、「慰安婦」
決議を阻止しようと画策してきたことが明らかになっていま
すが、このような日本政府の姿勢はこれまでの調査や被害証
言を無化し、被害女性たちを冒涜するものであり、断じて許す
ことはできません。
　私たちは「河野談話」見直しの動きに断固反対し、日本政府
は「河野談話」を踏まえて一刻も早く被害女性たちが求める解
決を講じるよう、強く求めます。

　2007年３月７日

　日本軍「慰安婦」問題行動ネットワーク【＊】
　３.７東京行動参加者一同

＊「慰安婦」裁判支援運動や立法運動などを展開してきたグループ
　が、「慰安婦」問題の真の解決を願い、連帯して活動するネット
　ワーク。

重要ポイント★「慰安婦」問題、安倍首相の問われる歴史認識
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　『九条の根っこ──なぜ？　と問うことからはじめよう』。
本書のモチーフはこのタイトルにスッキリと表現されている。
　「まえがき」で著者は、自分がここでやろうとしていること
は明日からの行動にすぐ役に立つような話ではなく、日本国
憲法の第九条（平和主義）の根っこにはなにがあったのか、そ
していまなにがあるのかを、もう一度考えてみる

4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことである
と主張しつつ、以下のように論じている。
　「この本は、ですから、すべては『なぜ？』という問いから
はじまります。そして、その答えは、十全なかたちではあた
えられていません。なぜか？　このような問いに対する答え
が十全なかたちであたえられることなどありえないからでも
ありますが、なによりも、その答はあなた御自身で考えだし
ていただきたいと考えるからです。なぜそう考えるのか？　
だれかに教えてもらったのでは、その答がほんとうに自分の
ものになるとはかぎらない、とわたしは考えているからです。
なぜか？　教えてもらったこと、つまり知識として他人から
得た事実認識や考えかたは、それが自分自身の感覚と化すま
で血肉化されてしまうのでなければ、ほんとうに知ったこと
にはならないだろう、と思うからです」。
　こういう姿勢を必然化させたのは、著者の以下のような状
況判断である。
　「体験というものは、時の作用によって必然的に風化する
ものです。そのうえ、体験は他人に伝えうるものではない。

戦争の体験だって例外ではありえません。まして、わたした
ちのこの国以外の国々のひとびとのようにそういった体験を
『民族的体験』として継承していくことが、けっきょくできな
かったのです。／とすればとうぜんのことながら、戦後六〇
年を過ぎたこのいまあの戦争についての感じかたや考えかた
に共通の体験による裏づけなどありえようはずもありません。
それなのに『平和運動』のがわは、ただ惰性によって、戦争は
悲惨だ平和は尊いといったお題目をくりかえしているうちに、
そのお題目自体がいつのまにか風化してしまっていた、ので
はないでしょうか？」。
　この危機感が、自明とされている問題を一般的に問うので
なく、具体的に解決すべきものとしての問いを発し、自力で
根本的に考えなおしてみるという方法を著者に選択させてい
るのである。
　何故「憲法改正」なのか？　これに対抗するには、どんな力
を自分たちは持たなければいけないのか？　何故、アジアの
人々に私たちはソッポを向かれているのか？　「靖国問題」
とは何か？　何故、戦争をしてはいけないのか？　こうした
基本的な問題について、著者は戦争体験をめぐる様々な証言
を活用しつつ、自分の言葉ですこぶる具体的に語って見せて
いる。著者の徹頭徹尾個人的な語りは、そうであることによ
って私的な体験をこえた「普遍化」された〈経験〉の語りとし
て、私の胸にはひびく。　　　　　　　（天野恵一／編集部）

米軍再編・自衛隊再編の下での反戦平和運動を考える
３月25日◆練馬アクション総会＋記念集会への参加を！

憲法を読む◉彦坂諦著『九条の根っこ』れんが書房新社／1800円＋税

　「戦争に協力しない！ させない！ 練馬アクション」は、３
月25日（日）午後１時から、練馬区貫井区民会館（西武池袋
線・中村橋北口徒歩５分）において、「米軍再編・自衛隊再編
の下での反戦平和運動を考える」という催しを開催する。こ
の催しは、「練馬アクション」の年次総会として行われるもの
で、２時からの記念集会では、井上森さん（立川自衛隊監視
テント村）に「横田基地から見た米軍・自衛隊再編」と題して
お話をしていただく他、『基地はいらない、どこにも』の上映
を行う。
　練馬区には朝霞駐屯地と練馬駐屯地という二つの陸上自衛
隊駐屯地が存在するが、朝霞駐屯地には、この３月に創設さ
れる中央即応集団の司令部が設置される。将来的に米軍統合
司令部とともに座間に置くとされている司令部だ。練馬駐屯
地に駐屯する第一師団も、航空自衛隊入間基地に配備される
PAC3の警備訓練を行なったりしている。練馬に存在する
自衛隊駐屯地も米軍再編と連動して再編が急ピッチで進めら
れているのである。米軍再編促進特措法とともに、陸海空共
同部隊の創設を可能にする防衛省設置法・自衛隊法改正案も
国会に上程されており、さらなる自衛隊再編、駐屯地強化の
おそれもある。そうした中で、練馬駐屯地に隣接する小学校

の総合学習の授業で、自衛官の父親が「戦争はなぜ起きるの
か」について語るといったことも起きている。
　こうした動きに対して、東京・首都圏の反戦平和運動の連
携を強めていきたい。井上さんをお招きしてお話を伺うのも、
そうした思いがあってのことである。
　「練馬アクション」結成は、石原東京都知事が自衛隊を大動
員した防災訓練「ビッグレスキュー」を行った2000年のこ
とだった。結成直後に、練馬駐屯地駐屯地祭に出席した石原
が、「三国人」による「騒擾」を鎮圧せよと「ビッグレスキュー」
に向け自衛隊員を鼓舞した。都知事選の最中に総会を開くの
も意義あることだと思う。
　４月15日に、今年の練馬駐屯地駐屯地祭が行われる。こ
れに際して、東京北部の仲間とともに例年通り抗議行動を行
なうとともに、同日、中央即応集団司令部設置に抗議する行
動を朝霞駐屯地にも行なう予定である。
　今秋には、観閲式が朝霞駐屯地で開催される。防衛省に昇
格して最初の観閲式だけに、防衛省・自衛隊が力を入れてく
ることは必至だ。観閲式に向け、練馬、東京北部の運動に注
目をお願いする。連絡先：090-5208-5105

（池田五律／練馬アクション）
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　３月12日午後６時半から、「STOP！ 改憲手続き法　３・
12国会へ行こうアクション」が国会前の路上で行われた。
この日のアクションは、昨年の教育基本法改悪反対運動で４
度にわたって開催された「国会ヒューマンチェーン・キャン
ドル行動」を受け継いで準備されたもので、個人呼びかけの
企画として準備されたもの。改憲手続き法案反対がメインの
課題だが、それ以外にも米軍再編関連特措法、イラク派兵特
措法延長、学校教育法・教員免許法改悪、少年法改悪、共謀
罪など、今国会で準備されている一連の悪法にも反対するこ
とをスローガンに掲げている。この日までに647人が呼び
かけ人として名を連ね、行動には600人が参加した。
　改憲手続き法案は、安倍内閣の与党単独採決も辞さないと
いう強硬方針により、３月中の衆院採決、５月３日の憲法施
行60年の日までに成立という方針がメディアでも報じられ
ていた。しかし野党の抵抗と反対運動の積み重ねによって、
公明党が統一地方選の前に強行採決することについて動揺し、
３月中の衆院通過はなんとか阻止できる状況になっている。
安倍首相は３月11日にTV放映された「総理と語る」で、「５
月３日までの成立にはこだわらない」という姿勢に転換した。
しかしそれでも与党は４月中に衆院での可決に持ち込むとい
う態度を崩していない。

　この日のアクションは、そうした国会情勢が共産党の笠井
亮衆院議員（憲法調査特別委員）、社民党の福島みずほ党首、
辻元清美衆院議員（憲法調査特別委員）から語られた。小森
陽一さん（東大教員）は、「改憲手続き法案は言論統制・抑圧
法だ。国民投票運動期間中、私は憲法について学校で語るこ
とができなくなる。TVではコマーシャルを通じてカネの力
で９条の心が奪われる」と法案の問題点を指摘した。その後、
ふぇみん婦人民主クラブの赤石千衣子さん、自由法曹団の田
中弁護士、基地はいらない！ 女たちの全国ネットの芦沢礼
子さん、全労連、教育基本法「改正」反対市民連絡会、キリス
ト者平和ネットの糸井玲子さん、盗聴法に反対する市民連絡
会の中森圭子さん、農民連も発言した。
　改憲手続き法案の重大性は、人びとの間にまだまだ十分に
浸透していない。そのことは３月13日の朝日新聞に掲載さ
れた世論調査で、「国民投票法案」が必要だと答えた人が68
％（反対は19％）、今国会での成立に賛成が48％（反対32
％）に上っていることに示されている。第２回目の「国会へ
行こうアクション」は３月26日（午後６時、議員会館前）、
５・３憲法集会実行委員会の集会・デモは４月12日（午後
６時半、日比谷野音）に予定されている。大きく運動を盛り
上げよう。　　　　　　　　　　　　　（国富建治／事務局）

報告◉STOP！ 改憲手続き法 国会へ行こう３・12アクション

　３月３日夜、東京・文京区民センターで「３・１朝鮮独立
運動88周年　今こそ対話で平和の実現を！ ３・３集会　～
許すな！　制裁・在日コリアンへの人権侵害～」が開かれた。
会場には170人の日本人と在日コリアンが参加し、熱気あ
る集会となった。この集会は、六カ国協議の再開・新合意に
もかかわらず、安倍政権により対北朝鮮強硬策が維持され、
独自制裁や在日コリアンへの弾圧と人権侵害が繰り返される
事態の中で、市民運動の側から声を挙げていこう──という
趣旨で開催されたもの。
　この集会と並行して「対北朝鮮制裁・在日コリアンへの人
権侵害の中止と対話による戦争も核もない平和な東北アジア
の実現を求める共同声明」の取り組みも進められ、多くの団
体・個人の賛同を得て、３月22日に安倍政権に申し入れを
行う予定となっている。
　集会では、武藤一羊さん（ピープルズ・ブラン研究所）が「東
北アジア情勢と平和実現への課題」、金東鶴さん（キム・トン
ハ／NPO法人同胞法律・生活センター）が「在日コリアンへ
の人権侵害・弾圧実態」というテーマで講演を行った。
　武藤さんは、イラク戦争の泥沼化で米ネオコン戦略が破綻
する中、クリントン時代の戦略にブッシュ・ネオコンの「実績」
を組み込んだ戦略へ回帰する可能性が大きく、長期的には対
中包囲を意図。戦後日本国家レジームの右からの解体を狙う

安倍政権も「村山談話踏襲」を表明せざるを得ず、自らの原理
的挫折をもたらしている。拉致被害者を利用した対北朝鮮強
硬策も、米中朝の解決プロセスの蚊帳の外で何の展望もない。
米・日とも自らの「建前」の破綻と正当化原理なしの政策強行
に陥っており、民衆の側はこの矛盾を突き国境を越えて正当
性を形成し、共同で立ち向かう必要がある──と力説した。
　金さんは、朝鮮総聯に対する「薬事法違反」をはじめとする
一連の過剰捜査の実態を映像を交えながら生々しく紹介、
（１）微罪にもかかわらず（不起訴が圧倒的に多い）大規模な
捜査、（２）関係のないところへの捜査・押収、（３）すべてに
公安警察が動き、（４）マスコミへの意図的リーク──など事
例を挙げながら指摘した。日本政府の独自制裁も在日コリア
ンの生活に大きな影響を及ぼしており、日本の市民とも連帯
し闘っていくと力強くアピールした。
　また、東海林路得子さん（VAWW-NETジャパン共同代表）
がNHK裁判の高裁勝利判決に至る経過と判決の意義、花村
健一さん（枝川裁判支援連絡会）が枝川朝鮮学校の闘い、宋世
一さん（ソン・セイル／在日韓国民主統一連合）が韓国情勢
について報告。途中、盧武鉉大統領の３・１演説を教材に使
ったことで「偏向教師」として中学校を不当解雇された増田
都子さんとノレの会で、その不当性を訴える寸劇も披露され
会場を沸かせた。　　（渡辺健樹／日韓民衆連帯全国ネット）

報告◉今こそ対話で平和の実現を！
──許すな！ 制裁・在日コリアンへの人権侵害 ３・３集会
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【３月５日】〈君が代拒否〉東京都教育委員会が都立高校の
記念式典で「君が代」のピアノ伴奏を拒んだとして、音楽担当
の池田幹子教諭に対し減給１カ月の懲戒処分を発令。教諭は
05年４月の入学式でもピアノ伴奏を拒んで戒告処分を受けて
おり２回目の処分。近く処分を不服として都人事委員会に審
査請求する。
【３月６日】〈放送規制問題〉菅総務相が放送法33条に基づ
きNHKに国際放送で北朝鮮拉致問題を取り上げるよう命令
したことをめぐり、総務相に限りない放送命令権を与えた同
条は「報道の自由」を保障した憲法に反するとして、国を相手
に命令の取り消しと１人１万円の損害賠償などを求める訴訟
が大阪地裁でおこされた。また、訴訟では、NHKを相手に命
令に従う義務はないことの確認も求めている。放送命令の違
憲性が問われる訴訟は初めて。〈慰安婦問題〉中国の李肇星外
相が安倍首相が従軍慰安婦問題をめぐって「当初定義されて
いた強制性を裏付けるものはなかった」などと発言したこと
について「日本政府は歴史の事実を認めるべきだ」と批判。
李外相は、慰安婦問題は「日本の軍国主義者が第２次大戦中
に犯した重大な罪の一つ」と指摘し、日本政府は「責任を負い、
慎重かつ適切に問題を処理しなければならない」と述べた。
〈国民投票法〉自民、公明両党は国民投票法案を与党単独で修
正して今国会に提出し、単独採決も視野に入れて今月中の衆
院通過をめざす方針を固めた。民主党との共同修正案の提出
を模索していたが、民主党が応じない方針に転じたため。安
倍首相は、参院選で憲法改正を争点にすると明言。憲法記念
日の５月３日までの同法案の成立をめざすと表明。ただ、参
院は法案を審議する特別委員会が設置されたばかりで、一定
の審議時間が必要となり、衆院が与党単独採決となった場合、
野党が参院での審議入りに抵抗する可能性もある。〈ボリビ
アの「憲法改正」〉モラエス・ボリビア大統領が東京都内で講
演し、「新憲法で戦争を放棄する」と語った。同国は徴兵制を
敷き、約４万６千人の軍をもつが、「軍隊なしで人命を救える。
武装放棄しながら、社会的な闘いを続ける」とも述べた。憲
法改正は05年ボリビア大統領選挙での公約。先住民出身の大
統領として、すでに明言している先住民の権利拡充などに加
え、新玉目玉を加えた。モラエス氏は講演で、「戦争は解決策
にならない」「唯一の良かった戦争である独立戦争でも、混血
の人たちや先住民の人命が失われた」などと話した。またモ
ラエス氏は同日、安倍首相と首相官邸で会談した際も、戦争
放棄をうたう日本国憲法を念頭に、「ボリビアは日本のよう
な大国ではないが、似た点もある。人びとが手に手を取って
平和に生きる社会。そういう観点から、戦争放棄を憲法改正

反改憲ニュースクリップ
07年３月５日～３月16日

ボリビアは「戦争放棄」へ憲法改正、
では日本は？

で掲げたい」と語った。
【３月７日】〈自衛隊の心の病〉鬱病などの心の病で休職す
る自衛隊員が2005年度に235人にのぼったことが明らかに。
防衛省内局によれば、鬱病、自律神経失調症、統合失調症な
どの感情障害など。
【３月11日】〈投票法、「こだわらない」〉安倍首相が国民投
票法案を憲法記念日までに成立させる方針について「それは
一つの象徴だなとの思いもあるが、それは私はそんなにこだ
わっていない」と述べた。首相は自民党に対し、同記念日ま
での成立を指示していたが、民主党などの反発を踏まえて、
あくまで６月23日までの会期内成立を求める姿勢に軌道修正。
一方で首相は、「現行憲法の96条にもこの憲法改正手続きが
書いてあるが、それを進めていくための法律がない。国会と
してはその義務をずっとおざなりにしてきたと言われてもし
ょうがない。50年ぶりにその義務を果たしていく」と述べた。
【３月12日】〈米軍の心の病〉イラクとアフガニスタンから
帰還、退役した在郷軍人約10万人のうち、３人に１人が「心
の病」との診断を受けているという研究結果が発表された。
現在米国内では、陸軍病院の一部で傷病兵が放置されていた
ことが政治問題化している。この研究は、カリフォルニア大
学サンフランシスコ校や、同地の在郷軍人病院の医師らのグ
ループが、01年９月から05年９月に在郷軍人向けの医療保健
制度を利用したイラクとアフガン帰還者、10万3788人を対象
に実施。その結果、25％が精神疾患と診断された。不適応など、
広い意味で心理的な問題を抱えていると診断された人も含め
ると、31％に上った。精神疾患と診断されたグループのうち
56％は二つ以上の疾患がみられた。心的外傷後ストレス障害
などの疾患になる危険性は、最も若い年齢層で一番高かった。
【３月15日】〈国民投票法〉衆院憲法調査特別委員会が国民
投票法案について、法案採決の前提となる22日の中央公聴会
の日程を、自民、公明両党の賛成多数で決めた。〈地方切り捨
て〉４月の統一地方選を前に、全知事、市区町村長の計1882
人を対象に読売新聞社が行ったアンケートでは、全体の９割
が「小泉改革」によって中央と地方の格差が広がったと感じ
ている。重要政策課題で一番多かったのは、公的介護保険や
医療少子化対策などの「福祉政策」（64.8％）、「地方財政の再
建」（63.7％）、「雇用・景気対策など地域経済の活性化」（57.6
％）。
【３月16日】〈従軍慰安婦は強制ではなかった〉政府は従軍
慰安婦問題の93年「河野談話」について「同日の調査結果の発
表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわ
ゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」と
する答弁書を閣議決定した。安倍首相は国会で「狭義の意味
で強制性を裏付ける証言はなかった」と答弁しており、政府
として改めて確認したかたち。また、日本政府に謝罪を求め
る米下院の決議案については「全般的に、慰安婦問題に関す
る事実関係、特に日本政府の取り組みに正しい理解がなされ
ていない」と指摘。河野談話の位置づけは「政府の基本的立
場は、官房長官談話を継承しているというものであり、その
内容を閣議決定することは考えていない」としている。




